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高田印刷株式会社の民事再生の支援に関するお知らせ 

 

平成20年2月8日に東京地方裁判所に対して民事再生手続きの申立を行いました高田印刷株式会社の事

業再生を目的として、同裁判所の許可を得ることを条件として、当社の子会社である石田印刷株式会

社を事業譲受会社として、同社の事業を譲受ける形で支援することを、平成20年2月8日開催の当社取

締役会において決議し、同日付けでスポンサー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

１．支援の理由 

高田印刷株式会社は、千葉県山武郡に印刷工場を有し、東京本社と千葉営業所の２箇所を営業拠点と

して、東京と千葉を中心として営業展開を行っております。しかしながら、印刷業界の競争激化によ

る売上の低迷等により、経営収支が悪化し、平成20年2月8日東京地方裁判所に民事再生手続きの申立

を行うこととなりました。 

当社といたしましては、同社が有する印刷事業は、将来における事業領域拡大のための重要な資源と

なるものと考え、同社の支援を決定いたしました。 

今後は、当社の情報・印刷事業のノウハウを活かし、経営体質の強化を図ることで、事業の成長、企

業価値の拡大を図ってまいります。 

 

２．支援の内容 

当社の子会社である石田印刷株式会社は、民事再生手続きの中で、裁判所による事業譲渡許可を条件

に高田印刷株式会社の印刷事業等の譲受けを行うものであります。 

なお、高田印刷株式会社の旧債権・旧債務の引受けは一切いたしません。 

 

 

 1  



   

３．高田印刷株式会社の概要 

（1）商   号：高田印刷株式会社 

（2）代 表 者：代表取締役社長 橋村 精啓 

（3）本店所在地：東京都新宿区高田馬場一丁目4番15号 

（4）設立年月 ：昭和38年6月 

（5）資 本 金：7,200万円 

（6）主な事業の内容：紙工品の加工業、オフセット印刷業 

 

４．業績に与える影響 

   現在はスポンサー契約締結の段階でありますが、平成20年10月期の業績に与える影響は軽微であり

ます。 

以  上 
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